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第１ 農用地利用計画

１ 土地利用区分の方向

（１）土地利用の方向

ア 土地利用の構想

、 、 、 、本市は 九州の最西端に位置し 長崎港の西方海上約１００ｋｍの五島列島の南西部に位置し 福江島

奈留島、久賀島、椛島、黄島、赤島、蕨小島、黒島、島山島、嵯峨島及び前島の１１の有人島と５２の

無人島で構成されている。総面積は４２０．７３ｋ㎡（平成１７年１０月現在）となっている。

気象は、対馬暖流の影響を受けて温暖であるが、台風の常襲地帯でもある。年間の平均気温１６℃、

降水量２，３００ミリ程度、平均風速３．３ｍ／ｓとなっている。

土地利用については、福江都市計画用途地域、大規模山林地帯、ほとんどの小離島を除く地域を農業

振興地域とし、農業生産基盤の整備地区や事業予定地区など集団的に存在する優良農用地を中心として、

農用地区域を設定するものとする。

ha %単位： 、

農用地 農業用施設 森林・原野 住宅地 工場用地 その他 計区分
用地

実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率年次

現 在
7,424 32.8 47 0.2 10,693 47.2 4,502 19.8 22,666 100(平成 年)17 － － － －

7,409 32.7 50 0.2 10,687 47.2 4.520 19.9 22,666 100目 標 － － － －

-15 3 -6 18 0増 減 － － － －

イ 農用地区域の設定方針

（ア）現況農用地についての農用地区域の設定方針

現況農用地区域面積６，６２１ｈａのうち、次に掲げる農用地以外の６，５７８ｈａについて農用

地区域を設定する方針である。

（農用地区域へ編入する面積約１８ｈａ、農用地区域から除外する面積約６１ｈａ）

ａ．集落区域内に介在する農用地 約２６ｈａ

ｂ．自然的な条件からみて、農業近代化を図ることが相当でないと認める地域

約３５ｈａ

（イ）農業用施設用地についての農用地区域の設定方針

農業用施設用地は、農用地区域内に散在または小団地を形成しているため、土地基盤整備事業に

伴う農業用施設用地の設定を除き、随時変更及び軽微変更については、集落介在農用地に配置する

よう努めるものとする。

（ウ）現況森林・原野等についての農用地区域の設定方針

該当なし
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（２）農業上の土地利用の方向

ア 農用地等利用の方針

本地域における農用地等の利用状況は、畑作地帯での葉たばこ、ばれいしょ、茶など土地利用型作物

や肉用牛を主体として、これに山間平野部の水田地帯での稲作と転作作物との組み合わせによる土地

利用形態となっているが、高齢化による担い手農家の減少などによる遊休農地の増加や人口の島外流出

などによって、担い手農家への農地の効率的な集積が難しくなってきている。

このため、農業生産条件の悪い農地のほ場整備事業や、優良農地の保全事業、さらに大型作業機械

体系を可能とする畑作地帯の整備事業を実施するとともに、これらの大規模ほ場を活用した地域営農

体制を確立するため、社団法人下五島農林総合開発公社（以下「農林公社」という。）が取り組む農地

、 。保有合理化事業などによる担い手農家への農地集積などによって 経営の合理化と規模拡大を支援する

これらの取り組みにより、葉たばこ、ばれいしょ、茶などの土地利用型基幹作物や肉用牛と施設園芸

の組み合わせによる営農体系とともに、水田地帯での稲作、麦及び大豆などの転作作物との営農体系に

よって、農用地等の有効利用を図るものとする。

森 林
区分 農 地 採草放牧地 混牧林地 農業用施設用地 計

原野等

現況 将来 増減 現況 将来 増減 現況 将来 増減 現況 将来 増減 現況 将来 増減 現況地区名

2,880 2,858 -22 28 28 0 0 0 0 13 13 0 2,921 2,899 -22 22福江地区

827 828 1 133 133 0 0 0 0 6 6 0 966 967 1 -1富江地区

258 257 -1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 260 259 -1 1玉之浦地区

1,214 1,192 -22 0 22 22 0 0 0 19 19 0 1,233 1,233 0 0三井楽地区

777 756 -21 0 0 0 0 0 0 5 6 1 782 762 -20 20岐宿地区

5,956 5,891 -65 161 183 22 0 0 0 45 46 1 6,162 6,120 -42 42計

イ 用途区分の構想

（福江地区）

ａ．福江地区

吉久木集落から小田集落間、籠淵地区におけるほ場整備区域については、優良な水田地帯と

して今後においても水稲と転作作物、施設園芸を組み合わせ農用地の活用を図るとともに、集落

介在農用地については、住宅用地への利用にも配慮する。

また、鬼岳山麓及び坂の上地区の畑地帯は、葉たばこ及び茶など工芸作物の振興を図ることと

するが、坂の上地区については、優良農用地の確保に努めるとともに宅地化にも配慮した農用地

区域の管理に努める。

ｂ．奥浦地区

県道奥浦線、林道宇戸線の西側及び宮原集落周辺に広がる水田地帯において、水稲と転作作物

による比較的条件の良いほ場を活用した効率的な営農体系を図る。
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ｃ．崎山地区

、 、畑作の主要地帯としてほ場整備事業が進行しており これら一帯を優良農用地として位置付け

葉たばこ、ばれいしょ、麦などの土地利用型作物に施設園芸の導入による営農体系の確立を図る

とともに、農地保有合理化事業の活用などによる担い手への農地集積を積極的に図る。

ｄ．本山地区

鬼岳山麓の畑地帯においては、葉たばこ、麦、ばれいしょなどの土地利用型作物や施設園芸の

振興を図る優良農用地として位置付けを行い、また、ほ場整備された翁頭山水系に広がる水田

地帯においても、水稲や転作作物の営農体系による農業地帯としての活用を図る。

ｅ．大浜地区

鬼岳山麓西部の畑地帯は、葉たばこ、麦などの土地利用型作物や施設園芸による振興を図る

優良農用地として位置付ける。また、翁頭山水系に広がる水田地帯については、水稲と転作作物

による営農体系の確立を図るなど遊休化を防止し、農用地としての保全に努める。

ｆ．久賀地区

特定農山村法の指定を受けた条件不利地域にあって、早期水稲の主要な産地として農家の耕作

意欲が高く、また、転作作物にも積極的に取り組んでいる地域であり、農用地としてその保全に

努める必要があるが、農家の高齢化が顕著であるため、地域の友好的な合意に基づく集落営農

体系の確立が望まれる。

（富江地区）

、 、 、 、 、富江半島一帯の平坦な地域における農用地等の利用の現状は 葉たばこ 肉用牛 甘藷 馬鈴薯

麦等を中心に耕地利用がされているが、農家戸数の減少や農家の高齢化による規模縮小によって

遊休農地が増える傾向にある。今後は、集落営農体系を確立し、集落営農組織と認定農業者である

葉たばこ農家を中心に農地の集約化・流動化を図り、農業経営の合理化と規模拡大による農地の

保全に努める。

一方、山間部の地域においては水稲や転作作物として牧草等が耕作されており、平坦部よりも

農家戸数の減少が顕著で、山林部における農地が遊休化の傾向にある。今後は、県営ほ場整備事業

により整備された山手地区・田尾地区はもとより、他地区においても荒廃化の歯止め策として、

認定農業者・畜産農家による農地集積を積極的に図る。

（玉之浦地区）

ａ．大宝地区

江ノ浦地区周辺及び大宝集落周辺の牟田地区に広がる水田地帯において、水稲と飼料作物に

よる比較的条件の良い圃場を活用した効率的な営農体系を図る。また、農家の高齢化により農地

の遊休化が進んでいるため、担い手に集積するなど農地の保全に努める。

ｂ．東地区

圃場整備事業が終了した水田一帯を優良農用地として位置付け、水稲と転作作物に加え、施設

園芸の導入による営農体系の確立を図るとともに、農地保有合理化事業の活用などによる担い手

への農地集積を積極的に推進する。
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ｆ．丹奈地区

現在、温熱を利用したハウスによる花き等の栽培が行われているが、今後も施設園芸中心の

営農を推進する。

（三井楽地区）

京ノ岳の裾野に広がる平坦な地帯においては、葉たばこ、麦、ばれいしょなどの土地利用型作物

や施設園芸の振興を図る優良農用地として位置付けを行うとともに、三井楽地区における唯一の

水田地帯でもあり、水稲や転作作物の営農体系による農業地帯としての活用を図る。

一方、京ノ岳を中心とした畑作地帯においては茶、放牧等による営農体系の確立を図るなど、

遊休農地の活用と遊休化の防止に向けた農用地の保全に努めるとともに、担い手への農地集積を

積極的に図る。

（岐宿地区）

ａ．岐宿地区

水田地帯には水稲や転作作物による活用を図り、ほ場整備が完了した畑地帯においては茶、

葉たばこに施設園芸作物を組み合わせた効率的な営農体系により農業地帯として確立を図ると

ともに、集落介在農用地については、住宅用地などへも配慮した農用地区域の管理に努める。

．山内地区b

ほ場整備が完了した水田地帯には、水稲を中心に転作作物や施設園芸による活用を図り、また、

畑地帯においては茶、麦を組み合わせた効率的な営農体系により農業地帯として確立を図る。

２ 農用地利用計画

別記のとおりとする。
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第２ 農業生産基盤の整備開発計画

１ 農業生産基盤の整備及び開発の方向

鬼岳山麓に広がる下崎山地区は１６３ｈａの畑地があり、「葉たばこ」や「ばれいしょ」といった

土地利用型作物を中心に営農が行われているが、畑の区画が不整備で狭く、道路も未整備であるため

大型機械の導入が困難で、経営規模の拡大も難しい状況にある。

同じく大穴地区も「葉たばこ 「肉用牛 「ばれいしょ」といった営農が盛んに行われているが、」、 」、

排水路が未整備のため、度重なる大雨により農地の表土が流出する被害を受け、営農に支障をきたし

ている状態にある。

山手地区については、水田が整備されておらず狭小であり、特に地区の中心部は湿田であるため

営農に支障をきたしている。

三井楽地区については、標高２０～６０ｍの比較的平坦な地域に位置し、「畜産」、「葉たばこ」、

「水稲」、「麦」等を主とした土地利用型農業が営まれている。昭和３４～４１年にかけて県営かん

がい排水事業によって水源と用水路が整備されたが、近年施設の老朽化が極度に進行し、末端給水栓

の開閉による水管理ができないなど、営農及び維持管理に支障をきたしている。

また、安定した農業用水を確保するとともに、自然災害を未然に防止し、地域住民の生命と

財産を守るため、ため池の整備・保全を推進する必要がある。

本市においては、このような農地条件の下にあって、農業生産基盤の整備を図ることによって、

多くの優良農用地を確保・集積化し、農業生産性の向上、更には効率的かつ安定的な農業経営に取り

組む環境の整備に努めることとする。

２ 農業生産基盤整備開発計画

受益の範囲 対図
事業の種類 事業の概要 備 考

受益地区 受益面積 番号

畑地帯総合
区画整理 Ａ＝１６３ｈａ 下崎山 １ 担い手畑総163ha

土地改良事業

〃 畑かん Ａ＝３３３ｈａ 三井楽 ２ 〃333ha

県営ほ場整備 区画整理 Ａ＝４５ｈａ 山手 ３ 経営体育成45ha

ため池等整備 堤体工 Ｌ＝１２５ｍ 善次木場 ４34ha
第２

３ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当なし

４ 他事業との関連

該当なし



- 6 -

第３ 農用地等の保全計画

１ 農用地等の保全の方向

本市は、周囲を海に囲まれ、町境は山岳地帯で、一部が急傾斜地となっている。梅雨期から初秋に

かけて毎年のように集中豪雨や台風の襲来があり、農地や農業用施設に災害が発生している。

このため、安定的な農業生産力を確保することを目的として、地域の特性に応じた農地の保全、

ため池の整備及び保全、農地海岸の保全対策などを図る。

２ 農用地等保全整備計画

受益の範囲 対図
事業の種類 事業の概要 番号 備 考

受益地区 受益面積

海岸保全 堤防工 Ｌ＝６５１ｍ 奈切 ５ 局部改良18.4ha

３ 農用地保全のための活動

本地域における農用地保全のための活動としては、受益者が自主的に行う農道整備に対する原材料

の支給を行うとともに、担い手への農地の集積を積極的に推進することによって、農地の保全を図っ

ていく必要がある。

また、中山間地域等については、中山間地域等直接支払制度を活用して、農地の耕作放棄地化を

防止するなど、農用地保全活動を活発化する必要がある。

４ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当なし

第４ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画

１ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向

（１）効率的かつ安定的な農業経営の目標

本地域の農家数（販売農家）は、平成１７年現在１，４１６戸（専業農家５６２戸、第１種兼業農家

２２９戸、第２種兼業農家６２５戸）である。１戸あたりの経営面積は２．２ｈａ、中核的農家（認定

農業者）の平均耕作面積は５．３ｈａとなっている。

農業の経営形態は、水稲、肉用牛を中心に、葉たばこ、施設園芸等を組み合わせた複合による個別

経営と水稲と大豆、茶及び養豚一貫の組織による経営が中心となっており、今後において、農業経営

基盤の強化の促進に関する基本的な構想に基づく所得目標と労働時間を満たすなど、効率的かつ安定的

な農業経営を志す意欲ある農業者を積極的に育成・確保する必要がある。

なお、高齢化が著しく、小規模農地が多いなど個別経営体の確保が難しい地域については、友好的な

合意のもと、地域の営農活動を一手に担う営農組織の設立及び活発な活動が期待される。
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単位：ｈａ

戸 数 流 動 化
営 農 類 型 目標規模 作 目 構 成

目標面積（ ）経営体数

3ha+ 0.2ha+ 0.5ha+ 256.8水稲＋野菜（施設＋露地） 水稲 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ５６5.2
＋肉用牛 繁殖牛 頭5

30 + 1ha+ 0.3ha 448.9肉用牛＋水稲＋露地野菜 繁殖牛 頭 水稲 ﾚﾀｽ ７３10.3
家

2ha+ 2ha+ 0.5ha 550.0葉たばこ＋麦＋露地野菜 葉たばこ 麦 ﾀｶﾅ ８５4.5

2.5ha+ 0.5ha 50.6族 茶＋水稲 茶 水稲 １０3.0

0.8ha+ 0.3ha+ 0.5ha+ 42.8野菜（露地＋施設） 馬鈴薯 ｶﾎﾞﾁｬ ﾚﾀｽ ２３1.7
0.1ha経 ｷｭｳﾘ

0.2ha+ 0.2ha 94.9野菜（施設＋露地） 中玉ﾄﾏﾄ ｶﾎﾞﾁｬ ３７0.4
営

2.5ha+ 0.15ha+ 0.05ha+ 63.6水稲＋野菜（露地＋施設） 水稲 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ ｲﾝｹﾞﾝ １５4.7
＋肉用牛 大根（ゆで干し） 繁殖牛 頭0.5ha+ 5

50 174.6肉用牛 繁殖牛 頭 ４４15.0

30ha+ 20ha 27.6組 水稲＋大豆 水稲 大豆 ２50.0
織

10ha 52.0経 茶 茶 ６10.0
営

200 0養豚一貫 繁殖母豚 頭 ４0

（２）農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向

ア 農用地等の流動化

地域農業の振興においては、より効率的な農業生産のための構造改善を図る必要があり、農地

流動化施策の集中的な取り組みによって、土地利用型の農業経営など多様な担い手への農地の利用

集積による経営規模拡大を進める必要がある。

集落段階においては、専業農家と兼業農家、離農者など土地持ち非農家を含めた話し合いによる

合意形成に基づく農地の利用調整によって、認定農業者など、地域の担い手である中核的農家への

農地集積を推進する。

また、農林公社が取り組む農地保有合理化事業を活用した農地流動化についても、積極的に推進

を図るものとする。

イ 農作業の受委託、共同化

農家の高齢化や兼業化の進行により減少を続ける中核的農家へ対応し、小規模経営農家の所得を

確保すること、また、農業機械及び施設の有効利用と過剰投資の抑制による経営の合理化・安定化

を図ることを目的として、中核的農家を中心とした農業機械共同利用組合や任意組合、農林公社に

よる農作業の受委託及び機械・施設の共同化を推進する。
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ウ 地域農業集団

農村集落の混住化とともに、農家の高齢化や兼業化が進行する情勢の中、地域資源の有効活用や

土地利用に関する調整等を自主的に話し合い解決することを目的として、農用地利用改善団体を

組織している。

集落リーダーを中心として、利用権の設定、農作業の受委託及び農業機械の共同利用などの調整

活動を行っており、今後とも農業経営基盤強化促進事業における地域の推進母体として、自主的な

活動を促進することとする。

エ 農業生産組織

市内ほぼ全域の各集落において、農協の生産組合や各作物ごとの生産部会から組織されており、

生産技術の向上や農業経営の安定のため幅広い活動を行っている。

今後においても、地域農業の発展のため、個々の組織の一層の連携強化と、安定化を図ることと

する。

オ 地力の維持増進

農作物の生産性の向上や連作障害を回避するため、農地への堆肥投入やブロックローテーション

による地力増進が進められているが、耕種農家と畜産農家の連携を緊密にし、相互補完体制を推進

するとともに、土づくりセンター【仮称】（堆肥製造施設）の整備によって、安定的な堆肥供給に

努めるものとする。

２ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進を図るための方策

（１）基本方針

地域の農地を効率的に活用する必要があり、認定農業者などの中核的農家を中心に地域農業集団の

活動を促進し、地域における話し合いなどの活動を実施するとともに、遊休農地の積極的な掘り起こ

しを行い、中核的農家への農地の集積を進め、地域農業の生産性を高めるように努める。

（２）重点的に推進しようとする方策

ア 農業経営基盤強化促進事業

①事業を推進するための基本的な考え方

遊休農地の掘り起こしや農業委員等によるあっせん活動により、中核的農家への移動を推進する

、 、 。とともに 農林公社の中間保有機能を活用し 中核的農家への農地集積の加速化を図るものとする

②調査及び広報活動

農地流動化の趣旨、内容等について、市、農業委員会及び農協などの関係機関が連携を図り周知

と啓発に取り組んでいくこととする。
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③農地等の権利移動に関するあっせんの対象範囲等

農用地等の集積に関する対象者は、本市基本構想に基づく、認定農業者を中心とした、規模拡大

など営農意欲と優れた経営能力を有する中核的農家とする。

３ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当なし

第５ 農業近代化施設の整備計画

１ 農業近代化施設の整備の方向

農業近代化施設については、肉用牛や葉たばこ、ばれいしょ、米などの土地利用型作物を中心に、施設

園芸等を補完作物とした生産関係施設等の整備を進め、主要作物の生産性向上を図り、高付加価値化及び

効率的な集出荷を目的とする生産関係施設の整備を進めることとする。

（１）重点作目

○肉用牛

「五島牛」の銘柄確立を目指し、肉質の向上と地域内一貫生産体制の確立を図り、また、実証展示

牛舎の導入による多頭数飼養農家の増加によって、平成１６年現在、飼養頭数６，４９０頭、粗生産

額１，４２０百万円で、本市では第１位の粗生産額である。

今後においては、これまでどおり実証展示牛舎等の導入による生産頭数の増加を図るとともに、

放牧を幅広く推進し、また、キャトルステーションを整備することによって、質の統一化、低コスト

化、省力化による生産性の向上を図る。

○葉たばこ

本市を代表する作物であり、１戸あたりの経営規模も大きく、そのほとんどが地域の担い手農家と

なっている。平成１６年現在の栽培面積は２８０ｈａ、粗生産額が１，０１６百万円で、本市農業で

は第３位である。

近年、他産地では耕作面積が減少する傾向にあって、本市においてもわずかながら減少の傾向で

推移しているが、今後においても畑作の有望な作目と位置づけ、安定的主産地の確立に努める。

○ばれいしょ

五島産新ばれいしょは、市場の評価が高く、有望な品目の一つとして推進しているところであり、

平成１６年現在の栽培面積９９ｈａ、粗生産額１８２百万円で第５位である。

今後は、早出し産地の銘柄確立を推進するとともに、種ばれいしょ産地の育成強化によって、高品

質のばれいしょ産地としての定着を図る。

○レタス

平成１６年においては、１６ｈａが栽培されており、価格の変動に左右されない契約栽培を中心と

して面積は拡大傾向にある。以前は、露地栽培が主であったが、最近ではリースハウスを利用した

ハウス栽培のシェアが高くなっており、単収・品質ともに向上している。

今後も、リースハウス等を活用して、安定生産・産地拡大に努める。
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○ブロッコリー

本市の温暖な気候を活かして、冬場に栽培する地域の新規作目として期待できる。平成１７年度

から、大手企業が参入した契約栽培とその関連会社として現地法人が設立され、ブロッコリーの大産

地化を目指している。

今後は、１００ｈａの生産規模を目標として、企業と生産者が協力し合う新たなタイプの産地づく

りを目指し推進を図る。

○茶

平成９年度に導入後、規模拡大を続け、温暖な気候を活かした早期出荷や荒茶加工による流通コス

トの低減、広い畑地を活かした乗用型機械栽培体系の実現等があり、今後も規模拡大が期待できる

工芸作物として、広く振興を図る。

（注） 資料：農林水産統計年報、生産農業所得統計

２ 農業近代化施設整備計画

受益の範囲 対図

施設の種類 位置及び規模 利用組織 番号 備 考

受益地区 受益面 受益戸数

積

畜産生産基盤育成 子牛育成牛舎 福江島地区 戸 １384 農業協同組合

強化施設 棟× ㎡2 973

ﾊﾟﾄﾞｯｸ 棟× ㎡2 720

飼料敷料庫 棟 ㎡1 300

集出荷棟 棟 ㎡1 140

堆肥舎 棟 ㎡1 250

繁殖牛舎 棟 ㎡ 〃 戸 〃 ２1 420.0 1

（ ）（新規参入円滑化対策事業） 上大津町

〃 棟 ㎡ 〃 戸 〃 ３1 283.5 1

（増田町）（ 〃 ）

〃 棟 ㎡ 富江地区 戸 〃 ４1 420.0 1

（富江町）（ 〃 ）

〃 棟 ㎡ 玉之浦地区 戸 〃 ５1 283.5 1

（ ）（ 〃 ） 玉之浦町

交配ｽﾄｰﾙ豚舎 棟 ㎡ 岐宿地区 戸 ㈲アジサイ ６高生産性農業用機械施設 1 649.88 3

（豚舎建設） 分娩舎 棟 ㎡1 463.6

子豚棟 棟 ㎡1 383.96

管理棟 棟 ㎡1 49.7

倉庫 棟 ㎡1 225.0

堆肥処理施設 一式
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ﾄﾏﾄ生産技術高度化施設 低コスト耐候性ハウス 富江地区 ㎡ ７1,008 農業協同組合

棟 ㎡1 1,008

〃 〃 〃 ㎡ ８864 〃

棟 ㎡1 864

〃

〃 〃 ㎡ ９672 〃

〃 棟 ㎡1 672

1,080 10〃 〃 〃 ㎡ 〃

棟 ㎡1 1,080

〃

2,040 11〃 〃 ㎡ 〃

〃 棟 ㎡1 2,040

1,008 12〃 〃 〃 ㎡ 〃

棟 ㎡1 1,008

1,680 13ﾄﾏﾄ生産技術高度化施設 低コスト耐候性ハウス 〃 ㎡ 〃

棟 ㎡1 1,680

1 14レタスハウス施設 ＡＰハウス施設単棟 棟 福江地区 〃

1 15〃 〃 棟 〃 〃

1 16〃 〃 棟 〃 〃

1 17〃 〃 棟 〃 〃

1 18〃 〃 棟 〃 〃

1 1,000 1,000 19〃 〃 棟 ㎡ 〃 ㎡ 〃

300 20〃 ＡＰハウス施設連棟 三井楽地区 ㎡ 〃

棟 ㎡1 300

1 500 500 21〃 〃 棟 ㎡ 〃 ㎡ 〃

1 500 500 22〃 〃 棟 ㎡ 〃 ㎡ 〃

1 500 500 23〃 〃 棟 ㎡ 〃 ㎡ 〃

1 1,320 1,320 24〃 〃 棟 ㎡ 岐宿地区 ㎡ 〃

1 1,000 1 , 0 0 0 25〃 〃 棟 ㎡ 〃 ㎡ 〃

660 26ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ施設 ＡＰハウス施設単棟 福江地区 ㎡ 農業協同組合

棟 ㎡1 660

1 240 240 27〃 〃 棟 ㎡ 〃 ㎡ 〃

1 1,100 1,100 28〃 〃 棟 ㎡ 〃 ㎡ 〃
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330 29ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ施設 ＡＰハウス施設単棟 福江地区 ㎡ 農業協同組合

〃 棟 ㎡1 330

1 500 500 30〃 〃 棟 ㎡ 〃 ㎡ 〃

1 500 500 31〃 〃 棟 ㎡ 〃 ㎡ 〃

1 500 500 32〃 〃 棟 ㎡ 〃 ㎡ 〃

1 500 500 33〃 〃 棟 ㎡ 〃 ㎡ 〃

1 500 500 34〃 〃 棟 ㎡ 〃 ㎡ 〃

1 500 500 35〃 〃 棟 ㎡ 〃 ㎡ 〃

1 500 500 36〃 〃 棟 ㎡ 〃 ㎡ 〃

1 2,968 404.83ha 129 37畜産環境総合整備統合 堆肥攪拌棟 棟 ㎡ 福江島地区 戸 未定

（ ﾘｻｲｸﾙ 原料調整､戻し堆肥保管庫補助事業 資源

型） 棟 ㎡1 2,160

製品保管庫 棟 ㎡【五島市土づくりｾﾝﾀｰ 1 1,536

脱臭装置 １式（仮称）建設】

事務所兼分析室 棟 ㎡1 78

３ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当なし

第６ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画

１ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備の方向

近年、農業従事者の高齢化が進行しており、新規就農者は増加傾向にあるものの、依然として若年

就農者は停滞傾向にあり、地域における活力も低下してきている。

このような中で、平成８年に設立した農林公社においては、新規就農者育成を目的とした農業研修

生の受入れを実施し、修了後の就農、持続的な営農活動によって、確実にその成果を上げている。

今後においても、農村地域に活力を与える原動力として、意欲ある青年などの農業者の活躍が期待

され、広く確保していく必要がある。

２ 農業就業者育成・確保施設整備計画

該当なし
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３ 農業を担うべき者のための支援の活動

現在、認定農業者協議会、農業士協議会及び生活研究グループ等が実施している各種研修会や先進

地視察などの活動に対して助成を行っている。

将来の担い手の確保・育成対策としては、農林公社における新規就農者育成を目的とした農業研修

生の受入れや農業後継者への奨学資金の貸し付け、農業生産基盤の整備、農業機械・施設の整備に

対する助成などの支援を行っている。

また、県が実施する海外研修事業等への参加など、青年農業者などの後継者の技術、知識の向上を

図っている。

今後は、関係機関における連携をさらに強化し、担い手の確保・育成に対する支援活動を積極的に

展開していくものとする。

４ 森林の整備その他林業の振興との関係

該当なし

第７ 農業従事者の安定的な就業の促進計画

１ 農業従事者の安定的な就業の促進の目標

本市の農家数（販売農家）は、平成１７年（農林業センサス）現在１，４１６戸であり、平成１２

年と比較すると３４１戸減少している。専業農家は５６２戸で残りの約６０％にあたる８５４戸が

兼業農家である。

本市農業の浮揚にあたって、兼業農家の役割りは重要であり、専業はもとより兼業農家の所得向上

と農業生産基盤の整備による営農効率の向上を促進し、農業経営の安定化に努めるものとする。

２ 農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策

本市農業の振興において、兼業農家の果たす役割りは今後ますます大きくなると予想され、兼業

農家の健全な育成が極めて重要であると考えられる。

就業機会が少ない本市において、余剰労働力への対策としては、新たな産業の創設に対する支援や

健全で安定性のある企業の誘致に積極的に取り組み、就業の場の確保に努めることとする。

３ 農業従事者就業促進施設

該当なし

４ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当なし
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第８ 生活環境施設の整備計画

１ 生活環境施設の整備の目標

本地域の集落は、地域全体に散在しており、福江地区の市街地とその周辺部を除き、ほとんどが

農村集落となっており、近年、ライフスタイルの変化に伴い、農村集落の機能も変化しつつある。

、 、 、生活環境施設の整備状況は 集会施設及び公園等はほぼ整備されており 生活排水施設については

環境意識の高まりから、個別処理として浄化槽の設置が増えてきている。

今後は、農村の特徴に合わせ、住みよい豊かな環境の整備を目標に、生活環境施設の有効活用を

促進する。

２ 生活環境施設整備計画

施設の種類 位置及び規模 利用の範囲 対図 備考
番号

光情報通信網整備 全市民 －（市内全域）

（ﾈｯﾄﾜｰｸ加入者）FTTH
247km幹線

465kmﾄﾞﾛｯﾌﾟｹｰﾌﾞﾙ

6.6km海底ｹｰﾌﾞﾙ

無線 ６式

農業情報ﾈｯﾄﾜｰｸ設備 １式

気象観測設備 １式

３ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当なし

４ その他の施設の整備に係る事業との関連

該当なし

第９ 付図

別添

１ 土地利用計画図（付図１号）

２ 農業生産基盤整備開発計画図、農用地等保全整備計画図（付図２号）

３ 農業近代化施設整備計画図（付図３号）


